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国立民族学博物館研究報告別冊 11号

政 治 ・法 ・戦 争 3500

宮 本  勝*

1.政 治組織 ・戦争 に関する小項 目の分布  2.法 典 と神判

 政 治 ・法 ・戦 争 の 大 項 目で は, 宮 廷(3501),身 分階 層(3502),世 襲 的統 率 者

(3503),盟 神 探 湯(3504),鉄 火神 判(3505),潜 水神 判(3506),法 典(3507),血 讐

(3508),奴 隷 制(3509)の9小 項 目を検 討 す る こ とが 要 請 され て い る。 これ らの小 項

目の な か で,通 文 化 的比 較 研究 に と って 興 味 深 い分 布 を 示 し,過 去 に お い て も論 議 が

な され て い る もの は,盟 神探 湯,鉄 火神 判,潜 水 神 判 を 含 む神 判(ordeal)の 問題 で

あ る。 した が つて,こ こで は法 制 度 を め ぐ る小 項 目に 焦 点 を 当 てて 検 討 を こ ころ み る

こ とに な るが,そ の 前 に 政 治組 織 と戦 争 に 関 連 す る小 項 目の 分布 状 況 を 簡 略 に検 討 し

て お きた い。

1.政 治組織 ・戦争 に関す る小項 目の分布

 政 治 組 織 の指 標 と して 第1に 取 りあ げ られ て い る小 項 目 は宮廷 で,そ れ は22民 族 に

み られ る。 宮廷 は,東 南 ア ジア大 陸 部 か らマ レー半 島 一 ス マ トラー ジ ャ ワー 小 ス ンダ

列 島 と連 な る地 域(19件),お よ びマ ダ ガ ス カル(2件)と イ ー ス ター 島(1件)に 分

布 が 限 られ て い る。東 南 ア ジアに 関 して い え ば,こ の 地域 は上 座 部 仏教(4213:大 陸

部 の み),あ るい は ヒ ンズ ー な い しその 伝 統 を 受 け た イ ス ラ ム(4214)の 王侯 文 化 の影

響 が 及 ん だ と ころで あ る。 この 地 域 は,本 共 同研 究 の 中間 報 告 で船 曳[1985:94]が

「求 心 的且 つ 閉鎖 的 な形 を取 る社 会 」●と呼 ん だ諸 社 会 の 分 布地 域 と重 な る よ うで あ る。

事 実,宮 廷 を有 す る22民 族 の うち,13民 族(約59%)が 集 塊村(3403)を 形 成 して い

るの に 対 して,散 村(3405)を 有 す るの は5民 族(約23%)に す ぎな い 。 宮廷 の 分布

は,法 典,神 判 の 分 布 と照 ら しあ わ せ て み る と興 味 深 い点 が指 摘 で きる が,こ の 問題

*国 立民族学博物館第2研 究部

136



東南アジァ ・オセアニァにおける諸民族文化のデータベースの作成と分析

          表1政 治 ・法 ・戦争の小項 目の相関マ トリックス

3 3 3 3 3 3 3 3 3

5 5 5 5 5 5 5 5 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3501 0 18* 16 3 2 5 10 6 17

3502 18 0 69 15 7 ll 15 31 51

3503 16 69 0 ll 4 12 14 24 41

3504 3 15 11 0 7 7 2 14 19

3505 2 7 4 7 0 4 0 4 9

3506 5 11 12 7 4 0 1 6 14

3507 10 15 14 2 0 1 0 3 8

3508 6 31 24r 14 4 6 3 0 31

3509 17 51 41 19 9 14 8 31 0

 *数 字 は相異 なる文化項目が重複す る民族例数をあ らわす。

に つ い て は後 に 述 べ る。

 政 治 ・法 ・戦 争 の 各 小 項 目 ど う しの相 関 マ トリ ックス に よれ ば(表1),宮 廷 が か な

り高 い率 で 重 複 す る文 化 要素 は,身 分 階層(18件 一約82%),世 襲 的統 率者(16件 一

約73%),奴 隷 制(17件 一約77%)の3小 項 目で あ る。

 身 分 階 層 は97民 族 に み られ る。 ニ ュー ギ ニ ア とオ ー ス トラ リア(デ ータ 無 し)を 除

けば,マ ダ ガ ス カル,東 南 ア ジ ァ,オ セ アニ アの 全 域 に広 く分 布 す る。 身 分階 層 が

「無 」 と明 記 され て い る民 族(35件)も 広 い分 布 を示 す。 大 半 が 焼 畑 耕 作(1312)を

生 業 とす る いわ ゆ る未 開農 耕 民 で,東 南 ア ジ ア大 陸 部 の北 部,東 マ レー シア か らフ ィ

リピ ン ・台 湾 に い た るまで の 地 域,そ れ に ニ ュ ーギ ニ ア に分 布 が集 中 して い る。 身 分

階 層 を 「無 」 とす る民 族 は,マ ダ ガ ス カル,オ ー ス トラ リァ,ポ リネ シアに は み られ

な い。

 世 襲 的 統 率者(96件)も 身 分 階 層 と 同様 に オ ー ス トラ リア(デ ータ 無 し)を 除 い た

地 域 に 広 く分 布 す るが,ボ ル ネオ,フ ィ リ ピン,ス ラ ウ ェ シ等 の 東 南 ア 匿ア 島喚 部 中

央 地 域 で は そ の 分 布 が希 薄 で あ る。世 襲 的 統 率者 が み られ る96民 族 の 親 族 組織 に 関 し

て は,父 系(3306)が45件(約47%)と 最 も多 く,母 系(3307)が それ に 次 いで26件

(約27%)で あ り,双 系(3308)は22件(約23%)に す ぎ な い。 上 記 の東 南 ア ジ ァ 島

喚 部 中央 地 域 は 双系 的性 格 が 濃 厚 な と ころ で,船 曳[1985:94]が 「拡 散 的 且 つ解 放

的 な形 を 取 る社 会」 と呼ん だ 諸 社会 が分 布 す る地域 と重 な る。

 奴 隷 制(73民 族)も 全 域 に 分 布 が み られ るが,東 南 ア ジア大 陸 部 に おけ る分 布 が濃

厚 で,ニ ュー ギ ニ ア以 東 は比 較 的希 薄 に な る。
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 血 讐(60件)も 全 体 的 に み て広 く分布 す るが,マ ダ ガ ス カル,東 南 ア ジア大 陸 部 南

部 か らマ レー 半 島 お よ び ジ ャワ 島 に はそ の分 布 が み られ な い。 表1の 相 関 マ トリ ック

スに よれ ば,血 讐 が比 較 的 高 い率 で 重 な る文 化 要 素 は身 分 階 層(31件=約52%),世

襲 的 統率 者(24件 一約40 ｰo),奴 隷 制(31件ﾘ約52 ｰo)で,宮 廷(6件=10%)お よ

び法 典(3件=5ｰ0)と 重 な る率 は きわ めて 低 い 。

2.法 典 と 神 判

 前述 した よ うに,宮 廷 は東 南 ア ジア大 陸 部 よ り大 ス ンダ 列 島 お よび小 ス ンダ 列 島 に

連 な る地 域 と マダ ガ ス カ ル に 分布 す る。 法典 は,マ ダ ガ ス カ ル に は存 在 しな い が,東

南 ア ジ ア大 陸 部 よ り小 ス ンダ列 島 ・モ ル ッカ に いた る地域 に分 布 し,大 ま か に み て 宮

廷 の 分 布 地域 と重 な る。 フ ィ リ ピ ンのTausug, Tagalo9も 法 典 が 「有 」 とな っ て い

るが,前 者 は13世 紀 ない し14世 紀 以 降 イ ス ラ ム化 され た民 族 で,後 者 の 場合 は,法 典

が か つ て 存在 して いた と い う論 議 が な され た こ と もあ るが,そ の 確証 は得 られ て い な

い0 1

 宮廷 ・法典 と重 複 す る率 が 明 らか に低 い文 化 要素 は,血 讐 の ほか に,盟 神 探 湯,鉄

火 神 判,潜 水 神 判 の3小 項 目で あ る(表1参 照)。 盟 神 探 湯 と は紛 争 当事者(原 告 と被

告)な い しは容 疑 者 に 熱 湯 また は熱 油 の 中の 鶏卵 や豚 脂 を 手 づ か み で 取 り出 させ,手

に 火 傷 を す れば 有 罪 で あ る とみ な す紛 争 処 理 の一 方 式 で あ る。28民 族 が この 文 化 要 素

を 有 し,マ ダ ガ ス カル,ア ッサ ム ・ビル マ,小 ス ンダ ・モ ル ッカ,ボ ル ネオ,フ ィ リ

ピ ン,そ して 西 北 ニ ュー ギ ニ ア か らメ ラ ネ シアの0部 に そ の 分布 が み られ る。 鉄 火神

判 とは,熱 した 山 刀 や小 刀 を紛 争 当事 者 な い し容 疑者 の手 の 平 に 当て て,手 の 火傷 の

状態 か ら有 罪 か 無 罪 か を 見 分 け る方 式 で あ る。数 はす くな い が(18民 族),マ ダ ガ ス カ

ル,ア ッサ ム ・ビル マ,小 ス ンダ列 島 に分 布 す る。潜 水神 判 は,紛 争 当事 者 が水 中に

頭 を沈 め,水 中 で我 慢 で きた 時 間 に よ って有 罪 か 無 罪 か を判 断 す る方 式 で あ る。17民

族 に み られ,マ ダ ガ ス カル,ア ッサ ム ・ビル マ,中 国南 部,ニ アス 島,ボ ル ネ オ,小

ス ンダ 列 島 ・モル ッカ に分 布 す る。

 これ ら3形 式 の 神 判 は,ミ ク ロネ シア,オ ー ス トラ リア,ポ リネ シア に は み られ ず,

マ ダ ガ ス カル,ア ッサ ム ・ビル マ お よ び小 ス ンダ列 島 に おい て 宮 廷 ・法典 の 分 布 と部

分 的 に重 な る。 これ らの 地 域 を 除 け ば,神 判 は 宮廷 ・法 典 と分 布 を異 に す る,と いえ

る。 具 体 的 に は,盟 神 探 湯 と宮 廷 の両 者 を有 す る民族 は3件,鉄 火神 判 と宮廷 を有 す

る民族 は2件,そ して 潜 水 神 判 と宮廷 を有 す る民族 は5件 の みで あ る。神 判 と法 典 が
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重 な る件 数 は さ らにす くな く,盟 神 探 湯 と法 典 を と もに有 す る民 族 は2件,鉄 火 神 判

と法典 を有 す る民族 は皆 無,そ して 潜 水神 判 と法 典 を有 す る民 族 は1件 の み であ る。

ロバ ー ッ(Roberts, J.)は,全 世 界 的 レベ ルで40の 社 会 を 取 りあ げて 神 判 と生 業,親

族 組 織,政 治 組 織等 との 相 関 関 係 を 検 討 し,神 判 は社 会 的統 合 度 の 高 い と ころで み ら

れ る傾 向 に あ る,と い う結 論 を だ して い る[Roberts l965]。 マ ダガ ス カ ル,ア ッサ

ム ・ビル マ,小 ス ンダ の よ うに 宮 廷 を 有 す る地 域 で はそ れ が い え そ うだ が,そ れ 以 外

の 地 域  ボル ネオ,フ ィ リ ピ ンな どの,い わ ゆ る拡 散 的 ・開放 的社 会 が 分布 す る地

域  に も神 判 が 分布 して い る事 実 は ロバ ー ッの 見 解 を支 持 しな い。

 大 林[1985]は,マ ダ ガ ス カル,マ レー半 島,フ ィ リピ ン,台 湾 を 除 くイ ン ドネ シ

ア 文 化領 域 に お け る7形 式 の 神 判(探 湯神 判 ・鉄 火 神 判 ・鎗 鉛 一鎗 樹 神 判 を含 む火 神

判,潜 水神 判 ・濁 水神 判 を含 む 水 神 判,毒 神 判,決 闘神 判,競 争 神 判,鶏 神 判,米 噛

み 神 判)の 分 布 を検 討 した結 果,二 つ の 仮設 を提 示 して い る。 その0つ は,イ ン ドネ

シア 文 化領 域 に お け る神 判 が 「基 本 的 に は,本 来 は高 文 化 的 な王 侯 文 化 こ とに ヒ ンズ

ー的 王侯 文化 に属 して い たの で はな い か」[大 林 1985c:286]と い う仮設 で あ る。

大 林 は さ らに,イ ン ドの神 判 に は み られ な い 特色,す な わ ち 「競 争 原 理 の 卓 越」 を指

摘 し,「 イ ン ドネ シア に お いて,イ ン ド高 文化 の影 響 に よ り さま ざ まな 形 式 の神 判 が

導 入 され る前 に,競 争 の 原 理 に も とつ く神 判 が す で に 存在 した」 の で はな い か[大 林

1985:287]と い う仮 設 を だ して い る。

 筆 者 の 興 味 を ひい た の は後 者 の 仮 説 で あ る。筆 者 が最 近 調 査 を こ ころ みた 東 マ レー

シァ ・サ バ州 北 部 のR佖gus(Dusun系)で は,か つ てmutugiと 称 す る盟 神 探 湯 に

よ って 紛 争 当事 者 が 正 否 を競 い合 った事 実 が 認 め られ る[MIYAMoTo l989:12]。

また,フ ィ リピ ン ・ミン ドロ島 のHanunooに お い て もtigi-anと 呼 ばれ る盟神 探湯

の ほか に,ulobanと 称 す る米 噛 み神 判(口 の 中 で 噛 ませ た米 粒 を平 板 に吐 か せ,吐 い

た もの が よ り直 線 的 に 流 れ た ほ うが無 罪 で,他 は 有 罪 で あ る と みな す 方式)を 通 じて

紛 争 当事 者 が正 否 を 競 い 合 う[宮 本 1986:234-240]。 これ らの神 判 は,明 らか に競

争 原 理 に も とつ くもの で あ り,大 林 説 を支 持 す る とい え る。

 この共 同 研究 会 で は,残 念 な が ら,盟 神 探 湯,鉄 火神 判,潜 水神 判 の3形 式 しか 取

りあ げ な か ったの で,用 意 され た デ ータ に もとつ いて 大林 説 を検 討 す る こ とは不 可 能

で あ る。 決 闘神 判 や,紛 争 当事 者 に よ る槍 の投 げ合 い や歌 合戦 な どの 競 争 神 判 を も法

制 度 の 指 標 と して 取 りあ げ るべ きで あ った 。 す くな くと も,盟 神 探湯,鉄 火 神判,潜

水 神 判 が 実施 され るの は,容 疑 者 の みに対 して か(つ ま り,競 争 原 理 の欠 如),そ れ と

も紛 争 当 事者 双 方 に対 して か(競 争 原 理 の 卓越)の 区別 を 明 確 に すべ きで あ った 。
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